
令和６年度 会計年度任用職員登録要項 

 

１ 募集職種 

① 学童支援員 所長 （月給） 

② 学童支援員 副所長（月給） 

③ 学童支援員    （月給・時給） 

④ あずかり保育支援員（月給・時給） 

⑤ 学童補助員    （月給・時給） 

 

２ 職務の内容及び必要な資格・免許等 

職 種 必要資格 職務の内容 

学童支援員 所長 

・保育士資格 

・幼、小、中、高の教諭免許等 

・放課後児童支援員認定資格 

学童保育所の統括 

月末処理 

所児の保育 

職務内容共通事項(※) 
学童支援員 副所長 

学童支援員 

所児の保育 

職務内容共通事項(※) 
あずかり保育支援員 

・保育士資格 

・幼稚園教諭免許 

学童補助員 資格要件なし 

※職務内容共通事項 

保育室の消毒清掃、子どもの育成支援（見守り・声かけ）、保育室の安全点検及び

環境整備、壁面制作、おやつの準備、ミーティング、所児の出欠確認、登所人数確

認及び検温、日誌、連絡ノート記入、出席簿記入、食器の片づけ、絵本の読み聞か

せ、活動補助、保護者対応、職員研修への参加 等 

 

３ 任 用 期 間  任用の日からその日の属する年度末（３月末）まで 

４ 任 用 方 法  登録者の中から選考により決定 

５ 勤務時間等 

（１） 開所曜日等  月曜日～金曜日（主に午後～18：00） 

土曜日及び長期休業日等（8：00～18：00） 

（２） 休    日  日曜日・祝日・８月 13日～15日・12月 29日～１月３日 

６ 勤務条件等      裏面（別表）に記載 

 

 

 

 



（別表）勤務条件等  

職  種 勤務条件等 

（学童） 

・所長 

・副所長 

月給 〇勤務時間   

１日７時間の週５日勤務（月曜日から土曜日のシフト制） 

通常保育：10：15～18：00 

１日保育：8：00～15：45または 10：15～18：00 

〇給  料  所長 月給 164,200円～198,600円 

      副所長 月額 164,200円～194,700円 

※宍粟市での職務経験年数等を考慮し決定 

〇手  当  通勤手当・時間外（休日）勤務手当・期末手当 

〇休  暇  年次有給休暇・特別休暇あり 

〇そ の 他  市町村共済組合・雇用保険等に加入 

・学童支援員 

・あずかり保育 

支援員 

・学童補助員 

 

月給 〇勤務時間  週 20時間以上 35時間以下勤務（シフト制） 

〇給  料 （週 25時間勤務の場合） 

 ・学童支援員及びあずかり保育支援員 

月給 117,300円～135,000円 

      ・学童補助員 

  月給  110,300円～131,500円 

※宍粟市での職務経験年数等を考慮し決定 

〇手  当  通勤手当・時間外（休日）勤務手当・期末手当 

〇休  暇  年次有給休暇・特別休暇あり 

〇そ の 他  市町村共済組合（※月額賃金が 8.8 万円以上の方が対

象）・雇用保険等に加入        

時給 〇勤務時間  週 20時間未満勤務（シフト制） 

〇給  料 ・学童支援員及びあずかり保育支援員 

時給 1,117円～1,216円 

      ・学童補助員 

  時給 1,050円～ 1,091円 

※宍粟市での職務経験年数等を考慮し決定 

〇手  当  通勤手当・時間外（休日）勤務手当 

〇休  暇  年次有給休暇（勤務日数に応じて付与）  

 


